
三次市

先端設備等導入計画の策定から固定資産税（償却資産）申告までの流れ （所有権移転外リースの場合）

認定経営革新等

支援機関

中小事業者等

三次市

工業会

①手続依頼

②証明書入手

⑥計画申請

④事前確認依頼⑤事前確認書発

⑩設備取得

商工労働課 課税課

（設備メーカーを通じて入手）

リース会社

⑨計画の申請書認定書（写し）送
先端設備等

導入計画

⑦計画認定

工業会証明（写し）

工業会証明（写し）

工業会証明（写し）

計画の申請書（⑥の写し）

計画の認定書（⑦の写し）

償却資産申告書

＆

合わせて提出

⑪償却資産の申告

計画の認定書（⑥の写し）

計画の申請書（⑤の写し）

リース契約見積書（③写し）

固定資産税軽減額計算書（③写し）

工業会証明（②写し）

リース契約見積書（写し）

固定資産税軽減額計算書（写し）

③


